
　一般競争入札（条件付）を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６及び備南水道企業団の契約に関する規程（昭和５３年管理規程第４号）第４条の規定により、次の

とおり公告する。

令和５年１１月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備南水道企業団企業長　伊東　香織

１　入札に付する事項等

　運転管理業務 運転監視業務 常時２名以上
　平日 午前９時～翌日午前９時
　休日 午前９時～翌日午前９時
保守点検業務 配水池点検、管路点検は常時２名以上
　平日 午前９時～午後５時

　定期点検業務 管路漏水調査業務 電気設備点検業務
計装機器点検業務 テレメータ装置点検業務

　維持管理業務 除草作業（浄水場及び配水池）
樹木剪定作業（浄水場及び配水池）

円（消費税及び地方消費税１０％を含む。）

共同企業体による履行方式 工務課

 要（契約金額の１００分の１０以上） 無

　備南水道企業団の契約に関する規程第６条第３号により全額免除

　備南水道企業団の契約に関する規程第１２条に該当する場合

記

番　号 維委第１号

入 札 方 法
　本入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の2の規定による総合評価落
札方式(簡易型）により落札者を決定するものとする。

入　札　公　告

倉敷市　酒津　地内外

期 間
　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（ただし契約締結日から令和６年３月３１日
までを準備期間とする。）

履 行 概 要

予 定 価 格 ５５０，６９３，０００

履 行 方 式 担当課

最低制限価格の有無 無 低入札価格調査基準価格の有無

入
札
に
付
す
る
事
項

業務委託名 酒津浄水場運転管理等業務委託

履 行 場 所

有

低 入 札 価 格
調 査 基 準 率

０．８０
　備南水道企業団における酒津浄水場運転管理等業務委託低入札価格調査実施要領の規定に基づ
き、低入札価格調査基準価格(税抜)＝予定価格(税抜)×低入札価格調査基準率とする。
なお、算出された価格の千円未満を切り捨てる。

失 格 基 準 率 ０．７５

　備南水道企業団における酒津浄水場運転管理等業務委託低入札価格調査実施要領の規定に基づ
き、失格基準価格(税抜)＝予定価格(税抜)×(失格基準率＋(0.0005Ｘ＋0.00005Ｙ))
により設定する。なお、算出された価格の千円未満を切り捨てる。
※ただし、Ｘ及びＹは０～９の整数（変数）で、開札時に要領で定める方法により決定する。

契 約 保 証 部　　　分　　　払

入 札 保 証 金

入 札 の 無 効

前 金 払

中 間 前 金 払

支 払 条 件
　契約金額を委託期間の６０月で除した金額を月毎に、令和６年４月分から支払う。（ただし、
当該金額に１万円未満の端数があるときは、その端数全額は全て令和６年４月分に係る支払額に
含めて支払う。）

建設リサイクル法
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２　入札参加資格要件　

※入札に参加できる者は、この入札に参加する資格があることの確認を受けた「共同企業体」とする。　

（１）共同企業体結成に必要な資格

①　共同企業体の構成員は２者とし、任意かつ自主的に結成するものであること。

②　各構成員の出資比率が３０％以上であること。

③　共同企業体を結成した構成員は、本件業務委託において他の共同企業体の構成員となることができない。

（２）構成員の資格要件（共通要件）

（３）構成員の資格要件（第１構成員）

※第１構成員のすべての資格要件を満たす者は、第２構成員になることはできないものとする。

（４）構成員の資格要件（第２構成員）

④　構成員の組合せは、以下に掲げる代表構成員（以下「第１構成員」という。）の資格要件を満たす者と他の構
　成員（以下「第２構成員」という。）の資格要件を満たす者の組合せとする。

①　地方自治法施行令第１６７条の４に掲げる者でないこと。

②　入札の公告日から落札者が決定するまでの間において、備南水道企業団建設工事等請負業者指名停止要領、倉
　敷市建設工事等請負業者指名停止要領又は倉敷市水道局建設工事等請負業者指名停止要領に基づく指名停止又は
　指名留保を受けていないこと。

③　入札の公告日から落札者が決定するまでの間において、倉敷市建設工事等暴力団対策会議設置要綱又は倉敷市
　水道局建設工事等暴力団対策会議設置要綱に基づく指名除外を受けていないこと。

④　入札の公告日から落札者が決定するまでの間において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更
　生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申
　立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。

⑤　破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

①　備南水道企業団の建設工事請負契約競争入札参加資格に関する要綱第４条の準用規定に基づき、倉敷市建設工
　事請負契約競争入札参加資格に関する要綱に基づく電気工事又は機械器具設置工事における令和５年度の入札参
　加資格を有している者。または、倉敷市入札参加資格者名簿で業務委託に登録されている者。

②　入札の公告日において、次のいずれかに該当すること。
　　・市内業者（倉敷市内に本社又は本店を有する者）
　　・県内業者（倉敷市内を除く岡山県内に本社又は本店を有する者）
　　・県外業者（岡山県外に本社又は本店を有する者）

③　入札の公告日から落札者が決定するまでの間において、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３
　項又は第５項の規定による岡山県内における営業の停止命令を受けていない者。（当該停止命令の対象業種が電
　気工事又は機械器具設置工事に係るものであり、かつ対象が公共工事に係るものである場合に限る。）

④　平成２０年４月１日以降に、日本国内において元請けとして１つの施設で日量処理能力90,000m3以上の浄水場
　運転管理に関する業務について、１年以上の受託実績（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が４０％
　以上の場合のものに限る。）を有する者。

⑤　第１構成員は、履行能力の高い者であって、その出資比率が構成員中最大であること。

①　備南水道企業団の建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格に関する要綱第４条の準用規定
　に基づき、倉敷市水道事業の漏水調査業務等委託契約指名競争入札参加資格に関する要綱に基づく漏水調査に
　おける令和５年度の入札参加資格を有している者。

②　入札の公告日において、次のいずれかに該当すること。
　　・市内業者（倉敷市内に本社又は本店を有する者）
　　・県内業者（倉敷市内を除く岡山県内に本社又は本店を有する者）
　　・県外業者（岡山県外に本社又は本店を有する者）であって、支店又は営業所等を岡山県内に有する者

③　平成２０年４月１日以降に、地方公共団体において、漏水調査として発注された業務委託を元請け（金額は
　問わない）として施行し、完了した実績（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合
　のものに限る。）があること。

（注）施行実績には、業務委託契約書の写し又は（一財）日本建設情報総合センターのテクリスカルテ受領書若
　　しくは登録内容確認書の写し等、施行実績が確認できる書類を添付すること。ただし、備南水道企業団発注
　　の業務委託を施行実績とする場合に限り、添付書類の提出は不要。
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（５）従事者の資格要件（運転監視業務及び保守点検業務については、以下の要件を満たすものとする。）

①　業務総括責任者

②　業務従事者（副総括、主任、技術員、技能員）

③　宿直者

３　入札手続等

令和５年１１月１７日（金）から令和５年１２月１日（金）までの間

閉庁日を除く午前９時から午後５時まで

　・質問書送付先　  　FAX：０８６－４３５－２５６２（事務課）

　・質問締切日時 　 　令和５年１２月　４日（月）　午後５時まで

　・質問回答日時　　　令和５年１２月　７日（木）　午前９時以降

　※質問書は所定の質問書（様式２）を使用すること。

令和５年１２月１４日（木）　午後　５時００分までの間

提出場所：倉敷市西中新田６４０番地　備南水道企業団事務課

　業務の履行にあたり、水道施設の運転管理及び維持管理に精通した者を配置しなければならない。また業務総
括責任者及び業務従事者のうち１人以上は電気主任技術者第３種以上の資格を有していること。なお、業務総括
責任者、業務従事者及び宿直者（以下「配置従事者」という。）は、恒常的雇用関係にあるもので、次に定める
資格等を有すること。

ア　国内の上水道（簡易水道は除く）における運転管理の実務経験が３年以上あり、運転管理について高度な技
  術力及び的確な判断力を有していること。

イ　受託水道業務技術管理者、水道浄水施設管理技士２級以上のいずれかの資格を有していること。

ウ　業務全体の責任者であることから、労務管理能力を有し、責任ある立場で労働者を指揮監督した実務経験を
　１年以上有していること。

ア　国内の上水道（簡易水道は除く）における運転管理の実務経験が１年以上あり、必要とされる技術及び技能
　を有していること。

ア　宿直業務に対応できれば、特に資格要件は問わない。

設 計 図 書 等 の
配 布 期 間

令和５年１１月１７日（金）　午前　９時００分から

令和５年１２月　１日（金）　午後　５時００分までの間

事
前
提
出
書
類

提 出 書 類

※右記の順に
袋とじで割印
したうえ提出
すること。

○全社必要
▲必要な場合
　のみ

　入札参加希望者は、共同企業体を結成したうえで次の事前提出書類を提出し、確認を受けるこ
と。また、書類提出時に業務委託仕様書、業務委託特記仕様書及び設計図書（以下「設計図書
等」という。）をＣＤ－Ｒに入れて渡すので、未使用のＣＤ－Ｒを１枚持参すること。
　○入札参加意向表明書（様式１）
　○共同企業体協定書（様式１－１号）
　○委任状（様式１－２号）
　▲委任状（様式１－３号）（支店・営業所が構成員となる場合のみ。）
　○使用印鑑届（様式１－４号）
　※事前提出書類を提出し確認を受けていない者が行った入札は、無効とする。

提 出 部 数 １部（原本に限る。）

提 出 場 所 倉敷市西中新田６４０番地　備南水道企業団事務課

提 出 方 法 持参に限る。

提 出 期 間

設 計 図 書 に
対 す る 質 問

回答は備南水道企業団ホームページに掲載する。回答にはパスワードをかけているため、パス
ワード通知書に記載されてあるパスワードを用いて閲覧すること。なお、質問が無かった場合
は、掲載は行わない。

入 札 参 加 資 格
審 査 申 請
書 類 の 提 出

令和５年１２月　８日（金）　午前　９時００分から

提出方法：持参に限る。
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②受託実績証明願（様式４）

③業務実施体制書（様式５）

④配置従事者の経歴書（様式６）

（ア）配置従事者の健康保険証の写し等常時雇用の証となるもの。

⑤登記簿謄本

⑥印鑑証明書

⑦経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書　写し１部

⑧会社案内（パンフレット等）１部

令和５年１２月２２日（金）　午後　５時００分までの間

提出場所：倉敷市西中新田６４０番地　備南水道企業団事務課

技術提案書（様式７）

①実施方針（別記様式１－１、別記様式１－２、別記様式１－３）

②企業評価（別記様式２）及び添付書類

③組織体制（別記様式３）及び添付書類

④地域貢献（第１構成員）（別記様式４、別記様式５）及び添付書類

⑤地域貢献（第２構成員）（別記様式６、別記様式７）及び添付書類

４　総合評価落札方式に関する事項（落札者決定基準）

（１）落札者の決定方法

　 総合評価一般競争入札による落札者の決定方法は、次のとおりとする。

ア　入札参加資格を証明する書類の確認

　なお、入札参加資格を満たしていないと認められた者は、以降の入札に参加できないものとする。

イ　技術提案書の審査

ウ　入札書の確認及び開札

エ　落札者の決定

入札参加資格
審査申請時
提出書類

（様式は、ホー
ムページからダ
ウンロードする

こと）

※右記の順に袋
とじで割印した
うえ提出するこ

と。

①入札参加資格審査申請書（様式３）

技 術 提 案 書
の 提 出

令和５年１２月１８日（月）　午前　９時００分から

提出方法：持参に限る。

技 術 提 案 書
提 出 書 類

（様式は、ホー
ムページからダ
ウンロードする
こ と ）

入 札 方 法
郵送を利用した郵便入札による。入札日時その他の必要事項については、入札参加資格審査結
果通知書により通知する。

　入札参加資格審査申請書（以下「参加申込書」という。）及び入札参加資格を証明する書類により、入札へ

の参加を申し込む共同企業体（以下「参加申込者」という。）が、公告に定める資格要件を満たしているか否

かを確認し、その結果を参加申込者に通知するものとする。

　酒津浄水場運転管理等業務委託総合評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、この落札者決定基準に

示す評価方法に基づいて技術提案書の評価を行う。なお評価委員会は、備南水道企業団建設工事及び物品調達

業者入札指名委員会要綱に定める委員会をもって充てる。

　入札通知書等に示す必要な入札書類が全て提出されているかを確認し、提出書類に一つでも不備がある場合

は、当該入札参加者が行った入札を無効とする。

　入札参加資格要件を満たし、技術提案書が適正に提出された者に対しては標準点を与え、さらに技術提案書

の内容に応じ評価委員会で評価し加算点を与える。なお、標準点は１００点とし、加算点の最高得点は１０．

０点とする。総合評価は、標準点と（２）によって得られた加算点（技術評価点（最高得点１０．０点））の

合計を当該入札参加者の入札価格で除した数値（総合評価値）の最も高いものを優秀提案とし、優秀提案を

行った者（総合評価値の最も高い者）を、本業務の落札者として決定する。

　なお、総合評価値の最も高い者が複数あり、優秀提案が複数選定された場合には、当該提案を行った者にく

じを引かせて落札者を決定する。

　この場合において、当該提案を行った者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係ない職

員が代わりにくじを引き落札者を決定する。
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（２）審査方法

　技術提案書は、次の審査方法により評価を行う。

　ア　審査の基本方針

　
　イ　審査項目及び評価点等

　　審査項目及び評価点等は次のとおりとする。

採点

運転管理に対する考え方 1.0

適切な実施計画に対し加点する 省エネ対策に対する考え方 1.0

危機管理に対する考え方 1.0

2件以上 1.5

1件 0.0

1.0

0.5

どちらも取得していない 0.0

4年以上 0.5

4年未満 0.0

平均年数3年以上 0.5

平均年数3年未満 0.0

水道浄水施設管理技士1級　 0.5

水道浄水施設管理技士2級　 0.0

有 0.5

無 0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

有 0.5

無 0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

　（ア）技術提案書の各審査項目への配点については、本業務について事業者に要求する事項の必要性及び重要性
　　等を勘案して設定している。

審査項目 評価点 評価基準 評価内容

実施方針
（共同企業体）

3.0

企業評価
（第１構成員）

2.5

浄水場運転管理に関する業務の
受託実績（2（3）④の実績）

注１
ISO9001又はISO14001（エコア
クション２１でも可）等の認証
取得の有無

ISO9001及びISO14001（エコアク
ション21でも可）を取得

ISO9001又はISO14001（エコアク
ション21でも可）を取得

組織体制 1.5

業務総括責任者の実務経験
（第１構成員又は第２構成員）

業務従事者全員の実務経験
（平均年数）

配置従事者の資格
（第１構成員又は第２構成員）

地域貢献
（第１構成員）

1.5

倉敷市、倉敷市水道局、早島町
のいずれかと防災協定を締結し
ている団体への加入の有無

注２
支店又は営業所等の所在地

注３
倉敷市・高梁川流域ＳＤＧｓ
パートナー制度への登録及び過
去１年間のＳＤＧｓに関連する
活動実績の有無

登録済みで、活動実績がある

登録していない、又は登録してい
るが活動実績がない

倉敷市内に支店又は営業所等があ
る
倉敷市内に支店又は営業所等がな
い

地域貢献
（第２構成員）

1.5

倉敷市、倉敷市水道局、早島町
のいずれかと防災協定を締結し
ている団体への加入又は倉敷市
水道局との緊急漏水位置探知調
査業務委託契約締結の有無

注２
本社又は本店の所在地

注３
倉敷市・高梁川流域ＳＤＧｓ
パートナー制度への登録及び過
去１年間のＳＤＧｓに関連する
活動実績の有無

登録済みで、活動実績がある

登録していない、又は登録してい
るが活動実績がない

倉敷市内に本社又は本店がある

倉敷市内に本社又は本店がない

合計 10.0
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注１　ISO9001及びISO14001等の認証取得の有無については、入札の公告日時点で有効なものに限る。

注２　支店又は営業所等、本社又は本店の所在地については、入札の公告日を基準とする。

注３　倉敷市・高梁川流域ＳＤＧｓパートナー制度への登録の有無については、入札公告日においてＳＤＧｓ未来都

　　市倉敷ウェブサイト上でパートナーとして掲載されている場合に限る。また、入札公告日から起算して過去１年

　　以内に行ったＳＤＧｓに関連する活動を実績として認める。

　ウ　審査項目の評価方法

　（ア）技術提案書の評価（技術評価点）は、審査項目ごとに各配点内において評価する。

　（イ）総合評価は、標準点１００点と技術提案書の評価点（最高点数は１０．０点）の合計を当該入札参加者の入

　　　　札価格で除した数値をもって行う。

　　　ただし、低入札価格調査において契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められた者は、失格

　　とする。

　（ウ）総合評価値の最も高い提案を優秀提案として選定する。

　エ　落札者の決定

５　その他注意事項

　優秀提案を行った者（総合評価値の最も高い者）を落札者として決定する。

業務実施体制書
（様式５）に記
載する配置従事
者の配置及び取
扱 い に つ い て

（１）業務遂行に必要な従事者人員を確保して、業務に支障のない業務実施体制書を作成する
　　こと。
（２）申請書提出時に、配置従事者を特定できない場合には、複数の業務実施体制書を提出す
　　ることができる。
（３）業務実施体制書に記載した配置従事者は、原則として病休、退職その他やむを得ない場
　　合を除き変更できない。

入 札 参 加 の
途 中 辞 退

　辞退を申し出るときは、入札参加辞退届（様式８）を持参または郵送により、開札までに事
務課へ提出すること。

業 務 の 引 継 ぎ

　本件業務委託の受注者（以下「本件受注者」という。）は、次期の同業務委託の受注者に対
し、令和１１年２月１日から同年３月３１日までの間（契約解除により委託期間が期間途中で
終了する場合は、委託期間終了予定日の６０日前から委託期間終了予定日までの間）に業務の
引継ぎを行わなければならない。なお、これらの業務引継ぎに関しては、本件受注者に対し委
託料を別途加算しない。

問 い 合 わ せ 先
備南水道企業団　事務課
電　話：０８６－４２６－３６７１
ＦＡＸ：０８６－４３５－２５６２
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